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経理・経営内容
 貸借対照表 （単位：千円）

科 目 金　　　　額
（資産の部） 令和4年度 令和5年度

現 金 3,457,012 3,579,414
預 け 金 57,616,154 56,565,132
買 入 手 形 ― ―
コ ー ル ロ ー ン ― ―
買 現 先 勘 定 ― ―
債券貸借取引支払保証金 ― ―
買 入 金 銭 債 権 ― ―
金 銭 の 信 託 ― ―
商 品 有 価 証 券 ― ―
商 品 国 債 ― ―
商 品 地 方 債 ― ―
商品政府保証債 ― ―
その他の商品有価証券 ― ―

有 価 証 券 26,594,553 25,576,116
国 債 1,544,820 1,454,260
地 方 債 2,970,002 2,751,873
短 期 社 債 ― ―
社 債 21,812,490 21,121,457
株 式 267,241 248,525
そ の 他 の 証 券 ― ―

貸 出 金 95,824,453 84,912,518
割 引 手 形 177,842 174,456
手 形 貸 付 6,564,224 6,255,969
証 書 貸 付 77,936,152 67,711,118
当 座 貸 越 11,146,233 10,770,972

外 国 為 替 ― ―
外 国 他 店 預 け ― ―
外 国 他 店 貸 ― ―
買 入 外 国 為 替 ― ―
取 立 外 国 為 替 ― ―

そ の 他 資 産 1,351,950 1,866,917
未 決 済 為 替 貸 14,032 25,572
全信組連出資金 855,700 855,700
前 払 費 用 31,367 26,033
未 収 収 益 234,296 206,105
先物取引差入証拠金 ― ―
先物取引差金勘定 ― ―
保管有価証券等 ― ―
金 融 派 生 商 品 ― ―
金融商品等差入担保金 ― ―
リース投資資産 ― ―
そ の 他 の 資 産 216,554 753,506

有 形 固 定 資 産 3,626,343 3,424,361
建 物 676,918 666,070
土 地 2,381,927 2,381,428
リ ー ス 資 産 ― ―
建 設 仮 勘 定 ― ―
その他の有形固定資産 567,498 376,863

無 形 固 定 資 産 55,772 49,445
ソ フ ト ウ ェ ア 33,942 27,615
の れ ん ― ―
リ ー ス 資 産 ― ―
その他の無形固定資産 21,830 21,830

前 払 年 金 費 用 ― ―
繰 延 税 金 資 産 118,661 117,001
再評価に係る繰延税金資産 ― ―
債 務 保 証 見 返 63,487 60,966
貸 倒 引 当 金 △4,143,958 △3,934,110
（うち個別貸倒引当金） （△3,750,347） （△3,322,682）

そ の 他 の 引 当 金 △20,934 △20,814

資 産 の 部 合 計 184,543,497 172,196,949

科 目 金　　　　額
（ 負 債 の 部 ） 令和4年度 令和5年度

預 金 積 金 164,712,065 161,010,680
当 座 預 金 1,344,936 1,603,995
普 通 預 金 76,391,305 77,666,788
貯 蓄 預 金 121,972 106,939
通 知 預 金 568,224 84,729
定 期 預 金 80,004,288 76,452,884
定 期 積 金 5,645,249 4,863,016
そ の 他 の 預 金 636,088 232,325

譲 渡 性 預 金 ― ―
借 用 金 13,000,000 5,000,000
借 入 金 ― ―
当 座 借 越 13,000,000 5,000,000
再 割 引 手 形 ― ―

売 渡 手 形 ― ―
コ ー ル マ ネ ー ― ―
売 現 先 勘 定 ― ―
債券貸借取引受入担保金 ― ―
コマーシャル・ペーパー ― ―
外 国 為 替 ― ―
外 国 他 店 預 り ― ―
外 国 他 店 借 ― ―
売 渡 外 国 為 替 ― ―
未 払 外 国 為 替 ― ―

そ の 他 負 債 285,901 426,569
未 決 済 為 替 借 44,936 67,896
未 払 費 用 76,514 53,882
給 付 補 塡 備 金 615 397
未 払 法 人 税 等 10,360 10,018
前 受 収 益 62,147 61,009
払 戻 未 済 金 38,067 192,417
職 員 預 り 金 ― ―
先物取引受入証拠金 ― ―
先物取引差金勘定 ― ―
借 入 商 品 債 券 ― ―
借 入 有 価 証 券 ― ―
売 付 商 品 債 券 ― ―
売 付 債 券 ― ―
金 融 派 生 商 品 ― ―
金融商品等受入担保金 ― ―
リ ー ス 債 務 ― ―
資 産 除 去 債 務 ― ―
そ の 他 の 負 債 53,260 40,947

賞 与 引 当 金 27,704 26,266
役 員 賞 与 引 当 金 ― ―
退 職 給 付 引 当 金 190,378 177,557
役員退職慰労引当金 ― ―
睡眠預金払戻損失引当金 8,941 6,192
偶 発 損 失 引 当 金 85,435 87,808
特 別 法 上 の 引 当 金 ― ―
金融商品取引責任準備金 ― ―

繰 延 税 金 負 債 ― ―
再評価に係る繰延税金負債 ― ―
債 務 保 証 63,487 60,966
負 債 の 部 合 計 178,373,915 166,796,041

（純資産の部）
出 資 金 8,515,799 8,323,565
普 通 出 資 金 3,465,799 3,273,565
優 先 出 資 金 5,050,000 5,050,000

優先出資申込証拠金 ― ―
資 本 剰 余 金 ― ―
資 本 準 備 金 ― ―
その他資本剰余金 ― ―

利 益 剰 余 金 △1,619,367 △1,929,821
利 益 準 備 金 ― ―
その他利益剰余金 △1,619,367 △1,929,821
特 別 積 立 金 ― ―
当期未処分剰余金
（又は当期未処理損失金） △1,619,367 △1,929,821

自 己 優 先 出 資 ― ―
自己優先出資申込証拠金 ― ―
組 合 員 勘 定 合 計 6,896,431 6,393,743
その他有価証券評価差額金 △726,848 △992,836
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 ― ―
土 地 再 評 価 差 額 金 ― ―
評価・換算差額等合計 △726,848 △992,836
純 資 産 の 部 合 計 6,169,582 5,400,907
負債及び純資産の部合計 184,543,497 172,196,949
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経理・経営内容
 損益計算書 （単位：千円）

科 目 令和4年度 令和5年度
経 常 収 益 3,136,392 3,291,512
資 金 運 用 収 益 2,771,903 2,654,206
貸 出 金 利 息 2,471,248 2,368,146
預 け 金 利 息 69,483 73,417
買入手形利息 ― ―
コールローン利息 ― ―
買 現 先 利 息 ― ―
債券貸借取引受入利息 ― ―
有価証券利息配当金 181,461 162,361
金利スワップ受入利息 ― ―
その他の受入利息 49,709 50,281

役務取引等収益 116,327 110,608
受入為替手数料 46,484 43,695
その他の役務収益 69,842 66,912

その他業務収益 11,542 9,970
外国為替売買益 ― ―
商品有価証券売買益 ― ―
国債等債券売却益 ― ―
国債等債券償還益 ― ―
金融派生商品収益 ― ―
その他の業務収益 11,542 9,970

その他経常収益 236,620 516,727
貸倒引当金戻入益 ― ―
償却債権取立益 430 395
株式等売却益 ― 2,577
金銭の信託運用益 ― ―
その他の経常収益 236,190 513,755

経 常 費 用 2,777,821 3,395,613
資 金 調 達 費 用 12,917 12,205
預 金 利 息 12,529 11,835
給付補塡備金繰入額 224 50
譲渡性預金利息 ― ―
借 用 金 利 息 163 320
売渡手形利息 ― ―
コールマネー利息 ― ―
売 現 先 利 息 ― ―
債券貸借取引支払利息 ― ―
コマーシャル･ペーパー利息 ― ―
金利スワップ支払利息 ― ―
その他の支払利息 ― ―

役務取引等費用 568,749 527,704
支払為替手数料 20,027 19,534
その他の役務費用 548,721 508,170

その他業務費用 2,214 65,505
外国為替売買損 ― ―
商品有価証券売買損 ― ―
国債等債券売却損 ― ―
国債等債券償還損 ― ―
国債等債券償却 ― 63,782
金融派生商品費用 ― ―
その他の業務費用 2,214 1,723

経 費 1,990,351 1,891,492
人 件 費 1,123,460 1,044,522
物 件 費 766,670 745,550
税 金 100,220 101,419

その他経常費用 203,588 898,704
貸倒引当金繰入額 135,011 865,483
貸 出 金 償 却 ― ―
株式等売却損 ― ―
株 式 等 償 却 ― ―
金銭の信託運用損 ― ―
その他資産償却 ― ―
その他の経常費用 68,577 33,220

経常利益（又は経常損失） 358,571 △104,101

科 目 令和4年度 令和5年度
特 別 利 益 52,285 529
固定資産処分益 52,165 409
負ののれん発生益 ― ―
金融商品取引責任準備金取崩額 ― ―
その他の特別利益 120 120

特 別 損 失 139,085 195,204
固定資産処分損 269 3,300
減 損 損 失 138,815 191,903
金融商品取引責任準備金繰入額 ― ―
その他の特別損失 ― ―

税引前当期純利益（又は税引前当期純損失） 271,771 △298,775
法人税、住民税及び事業税 10,360 10,018
法 人 税 等 調 整 額 △118,661 1,659
法 人 税 等 合 計 △108,301 11,677
当期純利益（又は当期純損失） 380,072 △310,453
繰越金（当期首残高） △1,999,440 △1,619,367
積 立 金 取 崩 額 ― ―
当期未処分剰余金（又は当期未処理損失金） △1,619,367 △1,929,821

 剰余金処分計算書 （単位：千円）

科 目 令和4年度 令和5年度
当期未処分剰余金（又は当期未処理損失金） △1,619,367 △1,929,821

計 △1,619,367 △1,929,821
剰余金処分額（又は損失金処理額） ― ―
利 益 準 備 金 ― ―
資 本 準 備 金 ― ―
特 別 積 立 金 ― ―
普通出資に対する配当金 ― ―

（年―%の割合） （年―%の割合）
優先出資に対する配当金 ― ―

（年―%の割合） （年―%の割合）
繰越金（当期末残高） △1,619,367 △1,929,821

内部監査有効性の確認と法定監査状況
 財務諸表の適正性及び内部監査の有効性 

　私は当組合の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの第53期の事
業年度における貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書の適正
性、及び同書類作成に係る内部監査の有効性を確認いたしました。

令和6年6月24日
青森県信用組合

理事長　堀内　元博

 法定監査の状況 

　当組合は、協同組合による金融事業に関する法律第5条の8に規定す
る「特定信用組合」に該当しておりませんので、会計監査人による会計
監査は義務付けられておりません。監事による監査を受けております。
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� 1.� 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。なお、以下の注記について
は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

�2.� 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法
（定額法）、子会社・子法人等株式及び関連法人等株式については移動平均法によ
る原価法、その他有価証券については時価法（売却原価は主として移動平均法に
より算定）、ただし、市場価格のない株式等については移動平均法による原価法に
より行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直
入法により処理しております。

�3.� 有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法（ただし、平成10年4月1日
以後に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以後に取得し
た建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。また、主な耐
用年数は次のとおりであります。
建　物　　　15年～ 50年
その他　　　� 3年～ 60年

� 4.� 無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法により償却しておりま
す。なお、自社利用のソフトウェアについては、当組合内における利用可能期間（5
年）に基づいて償却しております。

�5.� 貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しておりま
す。
日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号「銀行等金融機関の資産の
自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（令和4年4月
14日）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、主と
して今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上してお
り、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実
績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これ
に将来見込み等必要な修正を加えて算出しております。破綻懸念先債権に相当す
る債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見
込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権
及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見
込額及び保証による回収見込額を控除した残額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、審査部及び融資管理部（資産査定
部署）が資産査定を実施し、当該部署から独立した監査部（資産監査部署）が査定
結果を監査しており、その査定結果により上記の引当てを行っております。

�6.� その他の引当金には、資産減損引当金として将来発生する可能性のある損失を見
積り計上しております。

�7.� 賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支
給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

�8.� 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職
給付債務に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあた
り、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付
算定式基準によっております。なお、数理計算上の差異の費用処理方法は以下の
とおりであります。
数理計算上の差異　�各発生年度の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌事業年度から費用処理

当組合は、複数事業主（信用組合等）により設立された企業年金制度（総合設立型
企業年金基金）に加入しており、当組合の拠出に対応する年金資産の額を合理的
に計算することができないため、当該企業年金制度への拠出額を退職給付費用と
して処理しております。
なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める当
組合の割合並びにこれらに関する補足説明は次のとおりであります。
（1）�制度全体の積立状況に関する事項（令和5年3月31日現在）

年金資産の額� 219，079百万円
年金財政計算上の数理債務の額と
最低責任準備金の額との合計額� 216，116百万円
差引額� 2，962百万円

（2）�制度全体に占める当組合の掛金拠出割合
1．244％（自令和4年4月1日　至令和5年3月31日）

（3）�補足説明
上記（1）の差引額の主な要因は、年金財政計算上の未償却過去勤務債務残高
11，094百万円及び別途積立金14，056百万円であります。本制度における過
去勤務債務の償却方法は期間9年の元利均等償却であり、当組合は当期の計
算書類上、特別掛金15百万円を費用処理しております。
なお、特別掛金の額はあらかじめ定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与
の額に乗じることで算定されるため、上記（2）の割合は当組合の実際の負担
割合とは一致しておりません。

�9.� 睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払
戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積もり必要と認
める額を計上しております。

10.� 偶発損失引当金は、信用保証協会の責任共有制度に基づく負担金の将来における
支出に備えるため、将来の負担金支出見込額を計上しております。

11.� 収益の計上方法について、役務取引等収益は役務提供の対価として収受する収益
であり、内訳として「受入為替手数料」「その他の受入手数料」「その他の役務取引
等収益」があります。このうち、受入為替手数料は、為替業務から収受する受入手
数料であり、送金、代金取立等の内国為替業務に基づくものがあります。為替業務
及びその他の役務取引等にかかる履行義務は、通常、対価の受領と同時期に充足
されるため、原則として一時点で収益を認識しております。

12.� 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固
定資産に係る控除対象外消費税等は「その他の資産」に計上し、5年間で均等償却
を行っております。

13.� 会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目で
あって、翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、
次のとおりです。
　貸倒引当金� 3，934百万円
貸倒引当金の算出方法は、重要な会計方針として5.に記載しております。
主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」でありま
す。
「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得
能力を個別に評価し、設定しております。
なお、個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場
合は、翌事業年度に係る計算書類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能
性があります。

14.� 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当組合は、預金業務、融資業務及び市場運用業務などの金融業務を行っており
ます。このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債
の総合的管理（ALM）を行っております。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
当組合が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する貸出金
です。
また、有価証券は、主に債券及び株式であり、満期保有目的、純投資目的及び事
業推進目的で保有しております。
これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変

動リスクに晒されております。
一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒されて
おります。
また、変動金利の預金については、金利の変動リスクに晒されております。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当組合は、ローン事業管理規程及び信用リスク管理に関する諸規程に従い、
貸出金について、個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、保証
や担保の設定、問題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し運営
しております。
これらの与信管理は、各営業店のほか審査部及び融資管理部により行われ、
また、定期的にALM委員会や経営陣による常務会及び理事会を開催し、審
議・報告を行っております。
さらに、与信管理の状況については、監査部がチェックしております。
有価証券の発行体の信用リスクに関しては、総合企画部において、信用情報
や時価の把握を定期的に行うことで管理しております。

②市場リスクの管理
（ⅰ）金利リスクの管理
当組合は、ALMによって金利の変動リスクを管理しております。
市場リスク管理に関する諸規程において、リスク管理方法や手続等の詳細
を明記しており、理事会において決定されたリスク管理方針に基づき、
ALM委員会及び理事会において実施状況の把握・確認、今後の対応等の協
議を行っております。
日常的には総合企画部において金融資産及び負債の金利や期間を総合的に
把握し、ギャップ分析や金利感応度分析等によりモニタリングを行い、月次
ベースでALM委員会及び理事会に報告しております。

（ⅱ）価格変動リスクの管理
有価証券を含む市場運用商品の保有については、リスク管理方針に基づき、
理事会の監督の下、余裕金運用規程及び余裕金運用取扱要領に従い行われ
ております。
総合企画部では、市場運用商品の購入を行っており、事前審査、投資限度額
の設定のほか、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの管理を
行っております。
総合企画部で保有している株式の一部には、事業推進目的で保有している
ものがあり、取引先の市場環境や財務状況などをモニタリングしておりま
す。
これらの情報は総合企画部より、ALM委員会及び理事会において定期的に
報告されております。

（ⅲ）市場リスクに係る定量的情報
当組合において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主た
る金融商品は、｢預け金｣、｢有価証券｣のうち債券、｢貸出金｣、｢預金積金｣、「借
用金」であります。
当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、「協同組合による金
融事業に関する法律施行規則第69条第1項第5号ニ等の規定に基づき、自己
資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項（平成19年金融
庁告示第17号）」において通貨ごとに規定された金利ショックを用いた経済
価値の変動額を市場リスク量として、金利の変動の管理にあたっての定量
的分析に利用しております。
当該変動額の算定にあたっては、対象の金融資産及び金融負債を固定金利
群と変動金利群に分けて、それぞれ金利期日に応じて適切な期間に残高を
分解し、期間ごとの金利変動幅を用いております。
なお、金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当事業年度末
現在、「当期末において、上方パラレルシフト（指標金利の上昇をいい、日本
円金利の場合、1．00％上昇）が生じた場合、経済価値は、2，889百万円減少す
るものと把握しております。また、要求払預金については明確な金利改定間
隔がなく、預金者の要求によって随時払い出される要求払預金のうち、引き
出されることなく長期間金融機関に滞留する預金をコア預金と定義し、普
通預金等の額の50％相当額を0～ 5年の期間に均等に振り分けて（平均2．5
年）リスク量を算定しております。
当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利
とその他のリスク変数との相関を考慮しておりません。
また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を
超える影響が生じる可能性があります。

③資金調達に係る流動性リスクの管理
当組合は、ALMを通して、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多様
化、市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによって、流動性リ
スクを管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一
定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
なお、金融商品のうち預け金、貸出金、預金積金、借用金については、簡便な計
算により算出した時価に代わる金額を開示しております。

15.� 金融商品の時価等に関する事項
令和6年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとお
りであります。なお、市場価格のない非上場株式等は次表には含めておりません
（（注2）参照）。
また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。

（単位：百万円）
貸借対照表計上額 時　　価 差　　額

（1）預け金（＊1）
（2）有価証券

満期保有目的の債券
その他有価証券

（3）貸出金（＊1）
貸倒引当金（＊2）

56,565

1,400
24,070
84,912
△3,915
80,997

56,416

1,353
24,070

84,157

△148

△46
―

3,159
金融資産計 163,032 165,997 2,965

（1）預金積金（＊1）
（2）借用金（＊1）

161,010
5,000

160,919
5,000

△91
―

金融負債計 166,010 　165,919 △91

（＊1）�預け金、貸出金、預金積金、借用金の「時価」には、「簡便な計算により算出した
時価に代わる金額」を記載しております。

（＊2）�貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（注1）金融商品の時価等の評価技法（算定方法）
金融資産
（1）預け金

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳
簿価額を時価としております。満期のある預け金については、市場金利で割り引
くことで現在価値を算定し、当該現在価値を時価とみなしております。

（2）有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価

貸借対照表の注記事項
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格によっております。
（3）貸出金

貸出金は、以下の①～②の合計額から、貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個
別貸倒引当金を控除する方法により算定し、その算出結果を簡便な方法により
算出した時価に代わる金額として記載しております。
①�6カ月以上延滞債権等、将来キャッシュ・フローの見積りが困難な債権につい
ては、その貸借対照表の貸出金勘定に計上している額（貸倒引当金控除前の
額）。

②�①以外は、貸出金の種類ごとにキャッシュ・フローを作成し、元利金の合計額
を市場金利で割り引いた価額を時価とみなしております。

金融負債
（1）預金積金

要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価と
みなしております。定期性預金の時価は、一定の金額帯及び期間帯ごとに将来
キャッシュ・フローを作成し、元利金の合計額を一種類の市場金利で割り引いた
価額を時価とみなしております。

（2）借用金
借用金については、当座借越によるものであり、期間が短期であることから時価
は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としており
ます。

（注2）�市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額は次のとおりであ
り、金融商品の時価情報には含まれておりません。

（単位：百万円）
区　　　分 貸借対照表計上額

関連法人等株式（＊1） � � 1
非上場株式（＊1） 105
組合出資金（＊2） 859

合　　　計 965
（*1）�関連法人等株式、非上場株式については、企業会計基準適用指針第19号「金融

商品の時価等の開示に関する適用指針」（令和2年3月31日）第5項に基づき、時
価開示の対象とはしておりません。　

（*2）�組合出資金（全信組連出資金等）については、企業会計基準適用指針第31号
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（令和3年6月17日）第24-16項に基
づき、時価開示の対象とはしておりません。

16.� 有価証券の時価、評価差額等に関する事項は次のとおりであります。
（1）売買目的有価証券に区分した有価証券はありません。
（2）満期保有目的の債券
【時価が貸借対照表計上額を超えるもの】
� � � 貸借対照表計上額� 時　　価� 差　　額
　国　　債� ―百万円� ―百万円� ―百万円
　地 方 債� ―百万円� ―百万円� ―百万円
　社　　債� ―百万円� ―百万円� ―百万円
　小　　計� ―百万円� ―百万円� ―百万円
【時価が貸借対照表計上額を超えないもの】
� � � 貸借対照表計上額�� 時　　価� 差　　額
　国　　債� ―百万円� ―百万円� ―百万円
　地 方 債� ―百万円� ―百万円� ―百万円
　社　　債� 1,400百万円� 1,353百万円� △46百万円
　小　　計� 1,400百万円� 1,353百万円� △46百万円
合　　　計� 1,400百万円� 1,353百万円� △46百万円

（3）関連法人等株式で時価のあるものはありません。
（4）その他有価証券
【貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの】
� � � 貸借対照表計上額� 取得原価� 差　　額
株　　　式� 135百万円� 85百万円� 50百万円
債　　　券� 611百万円� 600百万円� 11百万円
　国　　債� ―百万円� ―百万円� ―百万円
　地 方 債� 310百万円� 300百万円� 10百万円
　社　　債� 300百万円� 300百万円� 0百万円
　小　　計� 747百万円� 685百万円� 61百万円
【貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの】
� � � 貸借対照表計上額� 取得原価� 差　　額
株　　　式� 6百万円� 6百万円� △0百万円
債　　　券� 23,316百万円� 24,371百万円� △1,054百万円
　国 　 債� 1,454百万円� 1,564百万円� △110百万円
　地 方 債� 2,441百万円� 2,509百万円� △68百万円
　社　　債� 19,420百万円� 20,296百万円� △875百万円
　小　　計� 23,323百万円� 24,377百万円� △1,054百万円
合　　　計� 24,070百万円� 25,062百万円� △992百万円

17.� 当期中に売却した満期保有目的の債券はありません。
18.� 当期中に売却したその他有価証券は次のとおりであります。

売却価額　　　売却益
0百万円　　　2百万円

19.� その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の期間毎の償還
予定額は次のとおりであります。

1年以内 1�年�超
5�年以内

5�年�超
10年以内 10�年�超

債　　券 1,600百万円 6,750百万円 8,584百万円 8,392百万円
　国　　債 ―百万円 ―百万円 ―百万円 1,454百万円
　地 方 債 ―百万円 996百万円 1,660百万円 94百万円
　社　　債 1,600百万円 5,754百万円 6,923百万円 6,843百万円
合　　計 1,600百万円 6,750百万円 8,584百万円 8,392百万円

20.� 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除
く）のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が
取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価を
もって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処
理（以下「減損処理」という。）しております。
当事業年度における減損処理額は、63百万円（うち社債63百万円）であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、当事業年度末時価が取
得原価と比べ、30％以上下落したもののうち、50％以上下落したものは原則全額、
30％以上50％未満下落したものは過去一定期間の時価の推移や発行会社の業況
の推移、また、市場環境の動向等を考慮のうえ、回復の可能性が認められないと判
断される銘柄を時価が著しく下落したものとして減損処理しております。

21.� 協同組合による金融事業に関する法律及び金融機能の再生のための緊急措置に
関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の貸
出金、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上
されるものであります。
　破産更生債権及びこれらに準ずる債権額� 2，764百万円
　危険債権額� 2，759百万円
　三月以上延滞債権額� －百万円

　貸出条件緩和債権額� 724百万円
　合計額� 6，248百万円�
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手
続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及び
これらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営
成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能
性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであり
ます。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅
延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該
当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金
利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利とな
る取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並び
に三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

22.� 手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しており
ます。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形等は、売却又
は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金
額は174百万円であります。

23.� 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客から融資実行
の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定
の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る
融資未実行残高は、31,444百万円であります。これらは原契約期間が1年以内のも
の又は任意の時期に無条件で取消可能なものであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未
実行残高そのものが必ずしも当組合の将来のキャッシュ・フローに影響を与える
ものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全、そ
の他相当の事由があるときは、当組合が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契
約極度額の減額をすることができる旨の条件が付けられております。また、契約
時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定
期的に予め定めている当組合内手続きに基づき顧客の業況等を把握し、必要に応
じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

24.� 有形固定資産の減価償却累計額� 5，473百万円
25.� 理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総額

� � 113百万円
26.� 理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債務総額

� � 「該当なし」
27.� 子会社等の株式又は出資金の総額� 1百万円
28.� 子会社等に対する金銭債権総額� 「該当なし」
29.� 子会社等に対する金銭債務総額� 「該当なし」
30.� 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳は、それぞれ以下のとお

りであります。
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金� 1，563百万円
貸倒引当金� 867百万円
固定資産減損� 483百万円
退職給付引当金� 49百万円
賞与引当金� 7百万円
　その他� 489百万円
繰延税金資産小計� 3，460百万円
税務上の欠損金に係る評価性引当額� △1，554百万円

　将来一時差異等の合計に係る評価性引当額� △1，788百万円
評価性引当額小計� △3，343百万円
繰延税金資産合計� 117百万円
繰延税金負債合計� ―百万円
繰延税金資産（負債）の純額� 117百万円

税務上の繰越欠損金及びその繰越税金資産の繰越期限別の金額� （単位：百万円）

1年以内 1�年�超
2年以内

2�年�超
3年以内

3�年�超
4年以内 4�年�超 合　計

税務上の
繰越欠損金（a） ― ― ― ― 1,563 1,563

評価性引当金 ― ― ― ― △1,554 △1,554
繰延税金資産 ― ― ― ― 8 8
（a）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
（b）�税務上の繰越欠損金は1，563百万円（法定実効税率を乗じた額）について、繰延

税金資産8百万円を計上しております。この繰延税金資産8百万円は令和2年3
月期から令和4年3月期までに生じた繰越欠損金の残高1，563百万円（法定実
効税率を乗じた額）に対して、将来課税所得の見込みにより回収可能と判断し
た額であり、評価性引当額1，554百万円を認識しております。

31.� 担保に提供している資産は、次のとおりであります。
担保提供している資産　　　　預け金　　17，600百万円
担保資産に対応する債務　　　借用金　　� 5，000百万円
上記のほか、為替取引等のために預け金10,080百万円を担保として提供しており
ます。

32.� 出資1口当たりの純資産額は53円59銭です。

損益計算書の注記事項
� 1.� 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。なお、以下の注記について

は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
�2.� 子会社等との取引による収益総額　　　　　� � 1百万円

子会社等との取引による費用総額　　　　　224百万円
�3.� 出資1口当たりの当期純利益（又は純損失）　△44円79銭
� 4.� 収益を理解するための基礎となる情報は、貸借対照表の注記において、重要な会

計方針とあわせて注記しております。
�5.� 青森県内の次の資産について、回収可能価額が帳簿価額を下回るため、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額191，903千円を減損損失として特別損失
に計上しております。
　減損した固定資産の種類と損失額
　　その他の有形固定資産
　　　土地� 3，358千円
　　　収蔵品� 188，544千円
当組合は、管理会計上の最小区分である営業店をグルーピングの単位としてお
り、本部については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資
産としております。また、遊休資産については、それぞれ独立したグループとして
おります。
なお、回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、不動産については主に
不動産鑑定評価額から、その他の固定資産については取引事例等を勘案した合理
的な見積価額から処分費用見込額を控除して算定しております。


